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令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ４ 日  

 

 都 市 建 設 委 員 会 に 付 託 さ れ ま し た 議 案 １ ２ 件 に つ い て 、 審 査 の

過 程 に お け る 各 委 員 か ら の 討 論 及 び 審 査 結 果 に つ い て 、 審 査 経 過

順 に 報 告 し ま す 。  

 初 め に 、 議 案 第 ２ ８ 号 「 流 山 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 の 制 定 に つ い て 」 に つ い て 報 告 し ま す 。  

 本 案 は 対 象 火 気 設 備 等 の 位 置 、 構 造 及 び 管 理 並 び に 対 象 火 気 器

具 等 の 取 扱 い に 関 す る 条 例 の 制 定 に 関 す る 基 準 を 定 め る 省 令 等 の

一 部 改 正 に 伴 い 、 簡 易 サ ウ ナ 設 備 の 位 置 、 構 造 及 び 管 理 の 基 準 を

定 め る ほ か 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で す 。  

 審 査 の 過 程 に お け る 討 論 は 特 に な く 、 採 決 の 結 果 、 全 会 一 致 を

も っ て 、 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 定 し ま し た 。  

 次 に 、 議 案 第 ２ ７ 号 「 流 山 市 占 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

の 制 定 に つ い て 」 に つ い て 報 告 し ま す 。  

 本 案 は 市 が 管 理 す る 道 路 及 び 準 用 河 川 に 係 る 占 用 料 の 額 を 改 定

す る も の で す 。  

 審 査 の 過 程 に お け る 討 論 は 特 に な く 、 採 決 の 結 果 、 全 会 一 致 を

も っ て 、 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 定 し ま し た 。  

 次 に 、 議 案 第 １ ８ 号 「 令 和 ８ 年 度 流 山 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別

会 計 予 算 」 に つ い て 報 告 し ま す 。  

 本 案 は 本 市 が 施 行 す る 流 山 都 市 計 画 事 業 西 平 井 ・ 鰭 ケ 崎 地 区 一

体 型 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業 及 び 流 山 都 市 計 画 事 業 鰭 ケ 崎 ・ 思 井 地

区 一 体 型 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業 に 係 る 所 要 額 を 計 上 し 、 そ の 財 源

と し て 、 清 算 金 収 入 の ほ か 、 一 般 会 計 か ら の 繰 入 金 等 を も っ て 充

て 、 歳入 歳 出 予 算 総 額を 対 前 年 度 比 １， ５ ４ ６ 万 ６ 千円 、 ９ ３ ． ５

％ 減 の １ ０ ６ 万 ８ 千 円 と す る も の で す 。  

 審 査 の 過 程 に お け る 討 論 と し て 、  

１  １ 点 指 摘 し 、 反 対 の 立 場 で 討 論 す る 。  

 ２ ８ 年 も か か っ た 事 業 が 最 終 段 階 で あ る が 、 財 政 力 の 小 さ い 本

市 が 、 駅 も な く 、 線 路 も 地 下 を 通 っ て い る よ う な 地 域 に 巨 額 の 投



資 を し て 進 め る べ き 事 業 で は な く 、 当 初 の 平 成 １ ０ 年 の 財 政 見 通

し と の 比 較 も さ れ て い な い 。 し っ か り 事 業 の 総 括 を す べ き と 指 摘

す る 。  

 が あ り ま し た 。  

 採 決 の 結 果 、 ５ 対 １ を も っ て 、 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と

決 定 し ま し た 。  

 次 に 、 議 案 第 １ ９ 号 「 令 和 ７ 年 度 流 山 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別

会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ）」 に つ い て 報 告 し ま す 。  

 本 案 は 西 平 井 ・ 鰭 ケ 崎 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 及 び 鰭 ケ 崎 ・ 思 井

地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 に お い て 、 事 業 の 進 捗 状 況 を 踏 ま え 繰 越 明

許 費 を 設 定 す る も の で す 。  

 審 査 の 過 程 に お け る 討 論 は 特 に な く 、 採 決 の 結 果 、 全 会 一 致 を

も っ て 、 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 定 し ま し た 。  

 次 に 、 議 案 第 ２ ５ 号 「 流 山 市 初 石 駅 施 設 整 備 基 金 条 例 を 廃 止 す

る 条 例 の 制 定 に つ い て 」 に つ い て 報 告 し ま す 。  

 本 案 は 流 山 市 初 石 駅 施 設 整 備 基 金 の 設 置 の 目 的 が 達 成 さ れ る こ

と に 伴 い 、 同 基 金 を 廃 止 す る も の で す 。  

 審 査 の 過 程 に お け る 討 論 は 特 に な く 、 採 決 の 結 果 、 全 会 一 致 を

も っ て 、 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 定 し ま し た 。  

 次 に 、 議 案 第 ２ ９ 号 「 東 武 野 田 線 初 石 駅 自 由 通 路 の 整 備 工 事 の

施 行 の 委 託 に 関 す る 協 定 の 変 更 に つ い て 」 に つ い て 報 告 し ま す 。  

 本 案 は 令 和 ５ 年 流 山 市 議 会 第 ２ 回 定 例 会 で 議 決 を 経 た 東 武 野 田

線 初 石 駅 自 由 通 路 の 整 備 工 事 の 施 行 の 委 託 に 関 す る 協 定 を 変 更 す

る も の で す 。  

 審 査 の 過 程 に お け る 討 論 は 特 に な く 、 採 決 の 結 果 、 全 会 一 致 を

も っ て 、 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 定 し ま し た 。  

 次 に 、 議 案 第 ２ ６ 号 「 流 山 市 都 市 公 園 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 の 制 定 に つ い て 」 に つ い て 報 告 し ま す 。  

 本 案 は 市 が 管 理 す る 都 市 公 園 に 係 る 占 用 料 の 額 を 改 定 す る ほ

か 、 所 要 の 改 正 を 行 う も の で す 。  

 審 査 の 過 程 に お け る 討 論 は 特 に な く 、 採 決 の 結 果 、 全 会 一 致 を

も っ て 、 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 定 し ま し た 。  

 次 に 、 議 案 第 ２ １ 号 「 専 決 処 分 の 承 認 を 求 め る こ と に つ い て



（ 令 和 ７ 年 度 流 山 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ））」 に つ い て

報 告 し ま す 。  

 本 案 は 国 の 物 価 高 騰 に 係 る 交 付 金 を 活 用 し て 実 施 す る 水 道 の 基

本 料 金 を 免 除 す る た め の 経 費 に つ い て 、 特 に 緊 急 を 要 し た た め 、

令 和 ８ 年 １ 月 ９ 日 付 け で 、 令 和 ７ 年 度 流 山 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予

算 第 ２ 号 に つ い て 専 決 処 分 し た の で 、 そ の 承 認 を 求 め る も の で 、

既 定 の 水 道 事 業 費 用 及 び 水 道 事 業 収 益 に そ れ ぞ れ １ ， ０ ５ ０ 万 円

を 増 額 し 、 補 正 後 の 収 益 的 支 出 の 総 額 を ３ ５ 億 ４ ， ３ ０ ２ 万 ９ 千

円 、 収 益 的 収 入 の 総 額 を ４ ０ 億 ６ ， ０ ７ ８ 万 ８ 千 円 と す る も の で

す 。  

 審 査 の 過 程 に お け る 討 論 は 特 に な く 、 採 決 の 結 果 、 全 会 一 致 を

も っ て 、 承 認 す べ き も の と 決 定 し ま し た 。  

 次 に 、 議 案 第 ２ ２ 号 「 令 和 ７ 年 度 流 山 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

（ 第 ３ 号 ）」 に つ い て 報 告 し ま す 。  

 本 案 は 国 の 補 正 予 算 に よ り 前 倒 し で 事 業 を 実 施 す る た め 、 資 本

的 収 入の 既 決 予 定 額 に ３ ３ ０ 万 円 を 増額 し 、 総 額 を ７億 ８ ， ６ ８ ４

万 円 と す る も の で す 。  

ま た 、 資 本 的 支 出 に つ い て は 、 資 本 的 収 入 に 合 わ せ 、 老 朽 管 等

改 良 工 事 請 負 費 ３ ， ３ ０ ０ 万 円 の 増 額 及 び 継 続 費 の 変 更 に 伴 う 西

平 井 浄 水 場 水 処 理 施 設 更 新 事 業 ７ ， ０ ５ ４ 万 ３ 千 円 の 減 額 を 行 う

も の で 、 既 決 予 定 額 か ら ３ ， ７ ５ ４ 万 ３ 千 円 を 減 額 し 、 総 額 を

２ ５ 億 ４ ， ４ ２ ６ 万 ３ 千 円 と す る も の で す 。  

さ ら に 収 益 的 支 出 に つ い て は 、 資 本 的 収 支 の 変 動 に 伴 い 、 支 払

消 費 税 の 増 加 が 見 込 ま れ る こ と か ら 水 道 事 業 費 用 に ２ ４ ６ 万 ２ 千

円 を 増 額 す る も の で 、 総 額 を ３ ５ 億 ４ ， ５ ４ ９ 万 １ 千 円 と す る も

の で す 。  

 審 査 の 過 程 に お け る 討 論 は 特 に な く 、 採 決 の 結 果 、 全 会 一 致 を

も っ て 、 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 定 し ま し た 。  

 次 に 、 議 案 第 ２ ４ 号 「 令 和 ７ 年 度 流 山 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予

算 （ 第 ２ 号 ）」 に つ い て 報 告 し ま す 。  

 本 案 は 金 利 上 昇 に 伴 い 企 業 債 の 予 算 金 利 の 引 き 上 げ を 行 う も の

で す 。  

 審 査 の 過 程 に お け る 討 論 は 特 に な く 、 採 決 の 結 果 、 全 会 一 致 を



も っ て 、 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と 決 定 し ま し た 。  

 次 に 、 議 案 第 ２ ０ 号 「 令 和 ８ 年 度 流 山 市 水 道 事 業 会 計 予 算 」 に

つ い て 報 告 し ま す 。  

 本 案 は 収 益 的 収 支 で は 、 収 入 を ４ ０ 億 ３ ， ６ ５ ７ 万 ７ 千 円 、 支

出 を ３ ６ 億 １ ， ６ ７ ８ 万 ２ 千 円 と す る も の で す 。 資 本 的 収 支 で

は 、 収 入 を １ ２ 億 ８ ， ４ ２ １ 万 ８ 千 円 、 支 出 を ３ ５ 億 ９ ， ０ ９ ５

万 ７ 千 円 と す る も の で す 。  

 審 査 の 過 程 に お け る 討 論 と し て 、  

１  反 対 の 立 場 で 討 論 す る 。  

 流 山 市 の 水 道 事 業 に つ い て 、 ２ ４ 時 間 休 み な し に 安 全 な 水 の 提

供 を さ れ て い る こ と 、 突 発 的 な 事 故 へ の 対 応 や 、 人 口 増 へ の 対

応 、 老 朽 管 耐 震 化 へ の 取 組 に 敬 意 を 表 す る 。  

 ま た 、 今 回 、 国 の 交 付 金 を 使 っ て 、 物 価 高 騰 対 策 と し て の 水 道

基 本 料 の 減 免 が 予 算 化 さ れ た こ と は 、 我 が 党 が 何 度 も 要 望 し て き

た こ と で も あ り 、 評 価 す る 。  

 し か し 、 つ く ば エ ク ス プ レ ス 沿 線 の ６ ３ ０ ヘ ク タ ー ル の 開 発 は

リ ス ク の 高 い 事 業 で あ り 、 そ の た め の イ ン フ ラ 整 備 と し て 水 道 事

業 は 過 大 な 負 担 と な っ て い る 。  

２  ４ 点 要 望 し 、 賛 成 の 立 場 で 討 論 す る 。  

 水 道 は 、 市 民 の 命 と 暮 ら し を 支 え る 最 も 重 要 な ラ イ フ ラ イ ン で

あ る 。  

 本 予 算 に お い て は 、 老 朽 管 の 更 新 、 耐 震 化 の 推 進 、 安 定 供 給 体

制 の 維 持 な ど 、 安 全 ・ 安 心 を 守 る た め の 必 要 な 投 資 が 計 上 さ れ て

い る 。  

 今 後 は 、「 老 朽 管 更 新 の さ ら な る 着 実 な 推 進 」、「 災 害 時 給 水 体

制 の 強 化 」、「 高 齢 者 世 帯 へ の 丁 寧 な 情 報 提 供 」、「 技 術 職 員 の 確 保

と 育 成 」 に 一 層 取 り 組 ん で い た だ き た い 。  

３  賛 成 の 立 場 で 討 論 す る 。  

 令 和 ８ 年 度 に お い て は 、 企 業 債 収 入 額 が 償 還 金 額 を 上 回 っ た こ

と に よ り 、 企 業 債 残 高 は 前 年 度 よ り 増 加 す る と 見 込 ま れ て い る 。

し か し 、 こ の 増 加 は 浄 水 場 等 の 大 規 模 更 新 に 伴 う 一 時 的 な も の で

あ り 、 将 来 世 代 の 過 度 な 負 担 増 と な ら な い よ う 今 後 は 企 業 債 残 高

を 減 ら し て い く 方 針 は 変 わ ら な い こ と が 確 認 で き た 。  



 ま た 、 収 益 的 収 支 に お い て は 、 約 ４ 億 円 の 黒 字 を 確 保 で き る 見

通 し で あ り 、 健 全 な 会 計 運 営 を 続 け て い る こ と を 評 価 す る 。  

 以 上 の 理 由 か ら 、 本 予 算 は 、 将 来 を 見 通 し た 安 定 的 な 水 道 事 業

経 営 を 行 っ て い る と 判 断 で き る 。  

 が あ り ま し た 。  

 採 決 の 結 果 、 ５ 対 １ を も っ て 、 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と

決 定 し ま し た 。  

 最 後 に 、 議 案 第 ２ ３ 号 「 令 和 ８ 年 度 流 山 市 下 水 道 事 業 会 計 予

算 」 に つ い て 報 告 し ま す 。  

 本 案 は 収 益 的 収 支 で は 、 収 入 を ４ ２ 億 ２ ， ２ １ ３ 万 １ 千 円 、 支

出 を ４ ２ 億 ３ ， １ ５ ６ 万 ８ 千 円 と す る 内 容 で す 。  

資本的収支では、収入 を ２６億 ５，７０１万３ 千円、支出を３４

億 ２ ， ７ ５ ０ 万 ３ 千 円 と す る も の で す 。  

 審 査 の 過 程 に お け る 討 論 と し て 、  

１  反 対 の 立 場 で 討 論 す る 。  

 市 民 の く ら し に 欠 か せ な い 下 水 道 の 運 営 に 尽 力 し て い る こ と 、

災 害 対 応 の 準 備 な ど に つ い て 敬 意 を 表 す る 。  

 市 民 的 関 心 事 と し て 、 下 水 道 管 の 適 正 な 維 持 管 理 を 確 実 に 進 め

る こ と が 一 番 で あ る 。  

 し か し 、 つ く ば エ ク ス プ レ ス 沿 線 の ６ ３ ０ ヘ ク タ ー ル の 開 発 の

た め の イ ン フ ラ 整 備 で 、 下 水 道 事 業 は 、 過 大 な 投 資 を 余 儀 な く さ

れ て い る 。  

２  １ 点 要 望 し 、 賛 成 の 立 場 で 討 論 す る 。  

 下 水 道 事 業 予 算 に つ い て は 、 流 山 市 下 水 道 ビ ジ ョ ン 及 び 流 山 市

下 水 道 事 業 経 営 戦 略 に 基 づ き 、 既 成 市 街 地 の 汚 水 管 整 備 及 び 雨 水

管 整 備 、 つ く ば エ ク ス プ レ ス 沿 線 整 備 事 業 に 伴 う 汚 水 管 整 備 及 び

雨 水 管 整 備 を 実 施 さ れ 、 普 及 率 は ９ 割 を 超 え 今 後 は 維 持 管 理 ・ 更

新 へ と 移 行 し て い る 。 ま た 、 大 規 模 な 更 新 費 用 が 一 時 的 に 集 中 し

な い よ う に 平 準 化 す る 経 営 戦 略 を 用 い て 、 持 続 可 能 な 事 業 運 営 に

努 め て い る 。  

 今 後 も 、 持 続 可 能 な イ ン フ ラ 管 理 を 行 う 下 水 道 事 業 ス ト ッ ク マ

ネ ジ メ ン ト に 基 づ き 、 計 画 的 な 点 検 ・ 調 査 を 実 施 さ れ る こ と を 要

望 す る 。  



３  １ 点 要 望 し 、 賛 成 の 立 場 で 討 論 す る 。  

 収 益 的 収 支 に お い て は 、 前 年 度 に 引 き 続 き 赤 字 予 算 と な っ て お

り 、 依 然 と し て 厳 し い 経 営 状 態 で あ る も の の 、 こ の 赤 字 を 解 消 す

べ く 、 令 和 ９ 年 度 か ら の 下 水 道 使 用 料 の 改 定 に 取 り 組 ん で い る こ

と を 確 認 し た 。  

 下 水 道 ビ ジ ョ ン に 掲 げ る 「 市 民 の 快 適 な 暮 ら し を 支 え る 下 水

道 」 の 継 続 の た め に 必 要 な 収 入 を 確 保 す る と と も に 、 よ り 一 層 の

経 費 削 減 の 努 力 を 行 っ て い た だ く こ と を 要 望 す る 。  

 が あ り ま し た 。  

 採 決 の 結 果 、 ５ 対 １ を も っ て 、 原 案 の と お り 可 決 す べ き も の と

決 定 し ま し た 。  

以 上  

 


